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平成２５年の交通事故死者数は４、３７３人で昭和４５年のピーク

時と比較すると４分の１まで減少している。一方、総死者数の半数が

歩行中並びに自転車乗車中に発生し、そのうち半数が自宅から約５

００ｍ以内で発生するなど、歩行者等に対する交通安全対策が喫緊

の課題となっている。

これまで、国土交通省は、警察庁、関係自治体等と連携して、生

活空間について、平成２１年３月に全国５８２地区のあんしん歩行エ

リアを指定し、交通安全対策を推進してきた。また、通学路につい

て、平成２４年度に実施した通学路における緊急合同点検の結果を

踏まえ、通学路緊急合同点検を実施し必要な箇所の対策を実施す

るとともに、引き続きこれら通学路対策の継続的な実施を進めている

ところである。

しかし、これら交通安全対策を推進する上で、生活道路における

速度抑制の効果を期待できるハンプ、狭窄等物理的デバイスの設置

について、技術基準等標準対策が示されていないこと、合意形成が

困難であること等の技術的課題が指摘されているところである。

ついては、①物理的デバイスの設計や計画にかかる技術的知見、

②生活道路対策方法の選定、③物理的デバイス等の設置にかかる

理解の促進について、専門的見地から審議を行うため、「生活道路

における物理的デバイス等検討委員会」を開催する。


